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石川県中学校体育連盟の組織と運営  

～新型コロナウイルスに伴う大会中止の過程と地域クラブ活動の大会参加に向けた取組を通して～

石川県中学校体育連盟  参与  

金沢市立西南部中学校  吉本  祐

＜提案趣旨＞

令和２年３月からの新型コロナウイルス感染拡大に伴い、本県運動部活動に取り組む中学生の

大切な発表の場である大会が、一部の競技 (駅伝、スキー )を除き中止となった。組織としての中

止決定に向けた手続きを検討する中で、組織の形やあり方を学ぶことができた。また、令和５年

度からの地域クラブ活動大会参加についても、組織の理解を前提とすることで令和４年度から計

画的に準備を進めることができた。  

  本研究は、２つの大きな課題解決に向けた取組から、今後の大会参加・大会運営を含めた組織

の課題を検討する。

１  はじめに  

石川県は人口約１１０万人、中学生は２．９万人（運動部活動所属生徒約１．９万人人）、石川県

中体連への加盟校は９０校である。石川県中学校体育連盟は１２の郡市中体連を支部とし、事務局

と強化部、研究部と１８の競技部からなる。令和５年度は北信越中学校総合競技大会を石川県内５

市１町で開催し、令和６年度には全国中学校体育大会（北信越ブロック開催）として、水泳（金沢

市）、サッカー（小松市、能美市、白山市、金沢市）、ソフトテニス（能登町）の３競技の開催を予定

している。  

２  令和２年度大会中止の経緯  

令 和 ２ 年 度 ４ 月 よ り 石 川 県 中 体 連 理 事 長 の

任を受け、まず取り組んだことが「大会開催の

可否判断」であった。

※令和４年度より七尾市中体連、鹿島郡中体連

が合併、七尾鹿島中体連となる。

 連盟規約より、最高意思決定機関である「代

議員会」は、１２郡市（当時は１３郡市）中体連

会長からなる組織である。議事は「代議員の三

分の二以上が出席し、議事は過半数で決する」

とある。ただし、連盟の規則が施行された昭和２６年より、ここまで大きな大会開催可否に関する

判断をすることは初めてではないかと考えられる。

 令和２年４月２８日の夏季全中中止決定を受け、その予選会となっている北信越中学校総合競技

大会の開催可否も同年５月１３日に北信越中体連理事会にて中止が決定された。石川県中体連とし

ても可否判断する基準を５月２６日臨時代議員会にて決定し、それに基づいた判断として地区大

会・県大会（夏季）の中止が決定、２８日に発表した。

（図１  組織図） 



＜  令和２年度大会開催条件についての「原則」 ＞

・加賀地区・能登地区ブロック大会、石川県中学校体育大会開催にあたり、参加する選手、監督・

コーチ、大会役員、競技役員、生徒役員等大会関係者の安全が確保された状況であること。

(公益財団法人日本スポーツ協会「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライ

ン (概要 )」を資料添付 )

・運動部活動を続けてきた令和２年度の中学生に対して、成果発表の場を確保するという考えの

もと検討すること。

・当初予定されていた大会の開催日程について、大幅な変更が見込まれないこと。

・６月１日（月）以降、各自治体において、部活動の活動制限の措置が解除されていること。

 この中止決定を通じて、県教委への相談、各郡市中体連会長を通じて市町教委への相談だけでな

く、各競技専門委員長を通じた県内競技団体への相談等、様々な関係機関と綿密に連携する必要を

感じた。また、学校における運動部活動がなされていること、全中に向けた選手たちのスタートの

大会となる地区大会の開催可否が重要なポイントとなること、さらには、組織として新しい課題に

直面した際に、解決に向けて行うべき手順（方向性、検討項目、決定までの過程）を、私を含め事

務局全体として学ぶことができた。

３  令和５年度「地域クラブ活動」大会参加までの経緯  

令和４年３月９日付けで「運動部

活動の段階的な地域移行に関わる地

域スポーツ団体等の全国中学校体育

大会の参加資格緩和について」の文

書が日本中体連会長から各都道府県

中体連会長、事務局宛に発出された。

発出された文書にもある通り、「全国

中学校体育大会への参加の特例」と

して地域スポーツ団体等の全中参加

を令和５年度から認めるため、令和

４年度中の準備を石川県中体連としてどのように進めていけば良いか、非常に思い悩む部分であっ

た。その際に非常に参考となったのが、コロナ禍で県体中止に向けた手続きなど組織としての決定

に至るまでの過程と、北信越中体連の各県理事長・事務局長との情報交換であった。

図２は、令和４年４月の石川県中体連第１回代議員会にて、令和５年度からの地域クラブ活動

（当時は「地域スポーツ団体等」）の大会参加について示した原案である。基本的な考え方は、「参

加枠を増やさない」「競技団体からの推薦」とし、協議内容として、①競技団体との参加希望の有

無、②競技団体へ付与する推薦枠・推薦基準の内容、③二重登録を防ぐ手立ての３点を同時に示し

た。代議員からのご意見をいただき、①②は各競技専門部が担当し、③は事務局が担当することと

なった。また、その後北信越中体連内にて情報交換を行った際に、大会に参加できる地域クラブ活

動を認定する基準が必要であるという考えに至り、作成を進めた。

（図２  令和４年４月段階でのイメージ

図）



右の図３は、地域スポ

ー ツ 団 体 等 の 参 加 に 向 け

た 認 定 基 準 等 を 代 議 員 会

に て 承 認 を 受 け る ま で の

流れである。実際に各競技

専 門 委 員 長 か ら 各 競 技 団

体 へ 大 会 の 開 催 や 参 加 枠

と い っ た 相 談 を し て い く

中、地域スポーツ団体等の参加数が全く読めず、推薦をするための大会を競技団体のみで開催する

ことは難しいと判断する団体が多かった。

 そこで、県中体連事務局と２地区中体連事務局で協議をし、「地区大会の大会規模が大幅に拡大

されず、地区中体連各競技専門部の大会運営に過度な負担（会場数増、大会会期延長等）が生じる

ことが無い場合」に限り、地区大会からの参加を認めるような方向性を専門委員長に伝えた上で競

技団体と地域スポーツ団体等の大会参加の可能性を検討するよう依頼した。

さらには、令和４年９月末の日本中体連発出の文書にて一定の方向性は示されたものの、大会参

加するための認定基準には全国中学校体育大会への参加資格を必要とするため、日本中体連理事会

にて正式決定される全中参加資格の決定を待つ状態であった。変更することも加味しながらではあ

ったが、令和５年度から地域スポーツ団体等が大会参加をするために、令和４年度中の団体認定が

必要であるとの認識から、条件付きではあるものの、同年１１月末を目途に全ての準備・決定を進

めた。結論として図４にもあるとおり、令和４年１０月段階で競技団体に推薦枠を設定した（地区

大会からの参加はしない）

競技はバスケットボール、

ハンドボール、ソフトテニ

ス、ソフトボールの４競技

のみとなった。令和２年度

県体中止の際に、県体開催

に向けて重要なポイントと

なった「地区大会の開催・

参加」がここでも重要な視

点となった。

R4.6  各競技専門部長、専門委員長を通じて各競技団体へ説明依頼

R4.9  代議員会 代議員より各市町校長会、各市町教委へ説明依頼

県中体連会長より県教育委員会保健体育課、

県スポーツ協会、県中学校長会へ説明  

R4.10  臨時代議員会 (オンライン )  認定基準、参加枠等を提案 ※１

図３  認定基準等承認までのＲ４年度の動き  

（図４  石川県中学校体育大会参加規定）



４  令和４年度の地域スポーツ団体の認定

 令和４年１１月末に準備

した地域スポーツ団体等の

認定・大会参加までの流れ

を県中体連ホームページに

て公開した。競技専門部よ

り 各 競 技 団 体 に も 案 内 を

し、周知していただくよう

お願いしたところ、令和４

年 度 末 の 申 請 件 数 は ５ ０
 （ 図５ 石 川県 中 体連 ホー ムペ ージ ）

件で、そのうち９競技４７

団体が本連盟令和５年３月の代議員会にて承認された（３件は全中出場資格を満たさないことから

不承認）。

令和５年度に大会に参加した地域クラブ活動の団体は６競技２６団体、１７８名の中学生がであ 

った。次年度に向けて、石川県中体連事務局では令和５年度向けのみの認定条件から、実際の活動

状況や統轄する競技団体への登録を必須とした認定条件に修正を加え、令和６年度全中の大会参加

資格を確認した上で令和５年度中の大会参加できる地域クラブ活動に認定基準策定に向け準備を

進めている状況である。

５ 今後の課題

 令和４年度の石川県中体連最大の課題は、令和５年度に地域クラブ活動が大会参加できる体制を

整うことであった。令和２年度の大会中止までの経験と、北信越中学校体育連盟各県事務担当者と

の情報交換に支えられ、認定された地域クラブ活動が大会参加できる石川県中学校体育大会の形を

作ることができた。令和５年４月の異動によって、大会主催団体である石川県中学校体育連盟の事

務を現在の白井達也理事長に襷を渡すこととなった。

 平成３０年度の日本中体連研究大会で、発表の機会をいただき、その際の今後の課題として、「活

動してよかった、成長したと実感できる部活動」「部員が将来の夢や目標を見ることができる活動」

と書いた。コロナ禍で大会中止の決定をせざるを得なかったことを通して、改めて活動の重要性、

発表の場である大会に参加することの大切さを理解することができた。それは地域クラブ活動で活

動している中学生にとっても同じであろう。

今後の大会の持続性については大きな疑問や課題を感じるところではあるが、現在の中学生のた

め、未来の中学生のために貴重な成長の機会となる活動・大会の在り方、それを支える組織の在り

方を考え続けていきたい。



中 体 連 の 組 織 及 び 競 技 会 の 在 り 方 と そ の 運 営

～ 望 ま し い 競 技 会 及 び 諸 課 題 へ の 対 応 ～

 茨城県中学校体育連盟  副会長  

  水 戸 市 立 緑 岡 中 学 校 長  石 川 洋

１  は じ め に

 茨城県は関東ブロック北部に位置し、人口 2,828,848人（令和５年４月１日）中学生徒数 81,777

人（令和５年度）で今年度の加盟校数は 240校である。本連盟は、地域別地区を５地区（県北、中

央、県南、県東、県西）と 18競技部、４研究部をもって組織している。本年度は、「共に創る～未

来のために～」を活動のスローガンに掲げ、中学校生徒の体育・スポーツの振興と健全育成を目指

し、関係機関・団体との連携協力を深め、教育活動の一環としての組織の充実と活性化に努めてい

る。  

２  令和５年度の地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）の大会参加に伴う本県の取組  

⑴ 課題検討委員会の開催

① 令和４年度の７月・８月・ 10月・ 11月の計４回実施。

② 参加者

県中体連会長、副会長 (６名 )、競技部長、理事長

副理事長、選手強化委員長、法制研究委員会委員長

専門部委員長４名（陸上・バスケットボール・剣道

バドミントン）、茨城県保健体育課指導主事、  

茨城県スポーツ協会指導主事  

③ 協議内容

ア 令和５年度茨城県中学校体育大会（総体・新人）における地域スポーツ団体等

（地域クラブ活動）の参加資格の特例について

イ 登録用紙と登録の流れについて

＜ 提 案 趣 旨 ＞

 茨 城 県 中 学 校 体 育 連 盟 は 、近 年 の 活 動 の 中 核 と し て「 持 続 可 能 な 運 動 部 活 動 の 在 り

方 」 に 取 り 組 ん で い る 。 こ れ は 、 本 連 盟 が 抱 え る 運 営 上 の 様 々 な 課 題 に 対 し て の 解 決

の 糸 口 と な る こ と が 期 待 さ れ て い る 。具 体 的 な 課 題 と し て は 、生 徒 数 減 少 に 伴 う 部 活

動 運 営 、特 に 単 独 校 で の 大 会 参 加 が 厳 し く な っ て い る こ と 。働 き 方 改 革 を 踏 ま え た 部

活 動 数 の 精 選 と 顧 問 の 負 担 軽 減 。部 活 動 の 地 域 移 行 を 念 頭 に 置 い た 部 活 動 指 導 員 、外

部 指 導 者 の 活 用 及 び 地 域 ス ポ ー ツ 団 体 等 と の 連 携 等 で あ る 。

上 記 の と お り 、 本 県 に お い て は 課 題 が 山 積 し て い る が 、 そ の 中 で も 「 中 体 連 の 組 織 及

び 競 技 会 の 在 り 方 と そ の 運 営 」と う い う 研 究 主 題 の も と 、今 年 度 よ り 大 会 参 加 の 特 例

と し て 認 め た 、 地 域 ス ポ ー ツ 団 体 等 （ 地 域 ク ラ ブ 活 動 ） の 参 加 状 況 や 登 録 の 仕 組 み に

つ い て 、 本 県 の 実 態 を 基 調 報 告 と す る 。  



ウ 登録費について

エ 競技部細則について

オ 各学校及び保護者等への周知の仕方について

⑵ 専門部への実態調査

① 全専門部にヒヤリングを実施（令和４年 11月 10日、各専門部 30分）

② 競技細則作成に向けたアンケートの実施（令和４年 12月中）

⑶ 県校長会への説明

① 令和４年 11月 25日

⑷ 県内各学校、市町村教育委員会、各競技団体への周知

① 周知方法（令和４年 12月５日と令和５年２月 27日）

② 加盟校には中体連から

③ 市町村教育委員会には県教委育委員会から

④ 各競技団体には県スポーツ協会から

⑤ 生徒・保護者には右記のリーフレットを作成

⑸ 関東中体連との連携、情報共有

〇  日本中体連の令和５年度全国中学校体育大会における地域スポーツ団体等（地域クラブ

活動）の参加資格の特例をもとに関東中体連で確認事項を設け、１都７県で情報共有を行

った。  

３  令和５年度茨城県中学校体育大会（総体・新人）における地域スポーツ団体等（地域クラブ

活動）の参加資格の特例について  

⑴ 登録期間を４月１日から 30日までの１か月間とした。その期間に登録した選手は年間登録

として茨城県中学校体育連盟主催大会（総体・新人）への出場を認めた。

⑵ 登録料は、加盟校が納めている茨城県中体連に負担する学校負担金と同額の１人 320円と

した。  

⑶ 登録に関しては、専門部内に地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）担当者を設置し、受

け付けの対応を行った。

⑷ 茨城県中体連との関係は、「加盟」ではなく「認定」とした。

⑸ チーム関係者は、茨城県中体連へ申請を行うとともに、所属する選手が在籍する学校長と

の面談を義務付け、学校と地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）との連携を図った。

リーフレット QR



本年度の地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）から、 14競技 63団体 443選手が参加した。中で

も柔道競技、バドミントン競技では 10団体を超えるチームが登録し、約 100人の選手が参加した。

また、バスケットボール・剣道競技では、登録団体がなかった。  

４  地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）の大会参加による影響と現状

⑴ 地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）が登録する際、登録地を設定したが、実際にその

市町村の学校に在籍する選手いないチームがあった。そのチームが上位に入賞し、地域の保

護者や学校等からの批判が集まった。  

⑵ 地域スポーツ団体等の定義が不明瞭のため、勝利至上主義的なチームの大会参加を認めざ

るをえなかった。（例えば、選手所在が県内全域にまたがっていたり、選手が３年生のみの

登録であったりなど。）  



⑶ 日本中体連競技細則が競技部によって異なっていたため、登録を希望する団体や保護者か

らの問い合わせが多くあり、回答に困惑した。

⑷ 登録時期や期間、登録に関する制度などが各県で異なったため、関東・全国大会では不平

等感を感じた。

⑸ 中学校総合体育大会に参加した地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）の関係者は、運営

（引率や審判協力等）に協力的であった。

５  次年度に向けた課題

⑴ 地域スポーツ団体等の定義を含めた、ガイドラインの見直し。

⑵ 競技部で競技細則の見直し。特に競技ごとで細則に差異がないように大きな部分は統一（団

体競技や団体戦などの編成チーム。個人競技、個人戦など）

⑶ 他の都県の中体連との連携を密にし、全国ブロックを超えた情報共有。

⑷ 登録認定時の専門部の審査のマニュアル作成。

⑸ ガイドライン遵守のための添付書類の提出。

⑹ 登録申請期間の見直し。

⑺ 登録期間の見直し。

６ おわりに 

 今年度より実施した地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）の大会参加については、準備期間の

短さや制度の統一が図れなかった為、学校、生徒、保護者、地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）

の関係者が混乱する場面が多く見られた。 

本研究については、部活動をとりまく社会の状況から、生徒数の減少や部活動加入率の低下、単

独校での部活動運営や大会参加等が困難になってきていることから、必須の課題として明らかであ

る。  

本連盟としては、まさに中体連の組織・運営の過渡期を迎えており、働き方改革や部活動の地域

移行等の推進に伴い、中学生がやりがいを感じられる部活動の環境整備をサポートし、生徒自身が

今まで努力してきた成果を十分に発揮し、達成感を味わえる教育活動としての大会運営を行いたい

と考える。そのためにも、今後も教育行政をはじめ、関係機関と連携を密に協力体制を強いて、中

学生のために尽力していきたい。 



県総合体育大会の開催方法変更について  

～３年後の検証～

兵庫県中学校体育連盟  副会長  

丹波市立氷上中学校  大槻  隆浩  

〈提案趣旨〉

 兵庫県中学校体育連盟は、平成 30年に総合体育大会開催方法の変更を決断した。本連盟は、こ

れまで 70年を超える伝統の中で受け継がれてきた８地区輪番制開催を守ってきた。しかし、発足

当初と違い、学校数・教職員数・生徒数の地区格差を最大の要因とする運営面の難しさが問題視

されるようになり、大きな改革を求める声が出始めた。それから 10年の歳月をかけ協議し、２地

区共同開催に舵を切った。  

 令和３年がその初年度であり、今年で３年目である。この３年間の取り組みを振り返り、今後

のよりよい大会運営に向けて検証した。  

１  はじめに  

 兵庫県は、南北に長い県域を持ち、近畿地方の府県で最大の面積を持つ。北は日本海、南は瀬戸

内海の２つの海に接しており、大都市から多自然地域まで、多様な地域に多彩な地域特性が凝縮さ

れている。兵庫県の人口は、令和５年（ 2023年）９月時点で約 537万人であり全国７番目である。

阪神・淡路大震災があった平成７年（ 1995年）を除き、平成 21年（ 2009年）までは増加傾向が続き

560万人を突破した。しかし、この年以降減少に転じ、その幅が拡大している。 17年後の令和 22年

（ 2040年）には、約 467万人まで減少すると見込まれている。  

 また、瀬戸内海沿岸部の平地部を中心に集積がますます進み、地域による人口格差が大きな課題

となっている。  

本県の中学校数及び中学生数の推移は、

表Ａの通りである。  

Ｈ 10年度（ 25年前）から学校数が 29校、 

生徒数が 50,000人以上減少している。  

今後も減少傾向は続く。もちろん生徒

数減に伴い教員数も減少している。  

そ の た め 顧 問 の 確 保 が 難 し く な り 廃

部数も増加、辛うじて合同チーム等によ

り活動を維持している部活動も年々増加

している。  

学校数  
H10年度  
との比較

生徒数  
H10年度  
との比較

H10年度  404 193,524 

H20年度  400 -4 159,650 -33,874

H30年度  387 -17 146,836 -46,688

R 5年度  375 -29 140,959 -52,565

R10年度見込み

（現小学 2～ 4年生）
136,059 -57,465

※義務教育学校及び中等教育学校の中学生数は、

表Ａの生徒数に含まれていない。（ H20年度以降）

表Ａ【学校数・生徒数の推移（学校基本調査より）】 



２  県総合体育大会開催方法変更の経緯について

県総合体育大会の開催方法について、 H20年頃より改革を

求める声が出始めた。その主な理由は次の通りである。  

・生徒数の減少、それに伴う学校数の減少や教員数の減少

（運営する役員の確保）

・生徒一人当たりの必要経費の増加（地域格差の拡大）

・地域による会場規模の格差（熱中症対策・全国予選にふさ

わしい施設で開催等）

県中体連常任理事会議事録より（一部抜粋）

① H23年 10月

・ H32年度までは図Ⅰの８地区開催の輪番制を維持する

ことを確認する。

② H27年３月

・但馬地区より生徒一人 530円の負担になる。次期開催時

（８年後）、市町からの分担金は同額支出が困難であると

いう意見がだされる。

③ H27年６月

・８地区開催（現行）、合同開催、集中開催の３案が提出さ

れる。

・集中開催案は、県中体連会費負担増、使用施設確保困難、 

競技担当地区負担増により廃案となる。

④ H27年７月

・生徒数、教員数の少ない地区の単独開催は費用負担や運

営にあたる教員の負担が大きいため、８地区開催と集中

開催の折衷案である合同開催が妥当であるとの意見が多

数だされる。

⑤ H27年 10月

・今後、各地区からの意見を集約しながら継続審議を行い、 H29年３月を目途に開催方法を決定

することを確認する。

⑥ H28年３月

・８地区開催は経費面、人的面、施設面から廃案とし、２地区合同を基本とした合同開催に変更

することを決定する。その方法等については、継続審議を行うことを確認する。

⑦ H28年 10月

・組み方は市町教委やＯＢ会、地区中体連、学校等で協議を行い、意見集約することを確認する。

図Ⅰ【８地区開催（～ R2）】

)

）】

）】

図Ⅱ【２地区合同開催（ R3～）】 

但馬  

丹有  

阪神  

神戸  

東播  

中播  

淡路  

西播  

西播・中播  



⑧ H29年３月

・全会一致で図Ⅱの組み合わせに決定する。また、今後総合開会式の開催方法や輪番順、開催経

費等について、協議を継続することを確認する。

⑨ H30年３月

・ H33年度（Ｒ３年度）から２地区合同開催に変更することを決定する。

・開催ブロックと総合開会式担当地区の輪番順を決定する。

・主管地区の分担額は、生徒数応分の負担とすることを決定する。

※学校数等のデータは、Ｈ 28年度学校

基本調査より

※１人あたりの経費は、直近５年間の

各地区予算の平均額を生徒数で割っ

た額

 

３  ２地区合同開催３年後の検証  

（１）過去３年間の開催状況及び来年度の開催予定

①令和３年度（ 2021年度）

地区名  生徒数割合 総合開会式 会場数  2地区以外の会場数 集中開催期間

中播  2.4 〇（中止） 10 
５

７月 21日～ 30

日の８日間  西播  １  ５  

②令和４年度（ 2022年度）

地区名  生徒数割合 総合開会式 会場数 2地区以外の会場数 集中開催期間

神戸  11 〇  ９  
５

７月 22日～ 30

日の８日間  淡路  １  ４  

③令和５年度（ 2023年度）

地区名  生徒数割合 総合開会式 会場数 2地区以外の会場数 集中開催期間

但馬  １  〇  ４  
６

７月 22日～ 30

日の８日間  東播  ６  ８  

④令和６年度（ 2024年度） ※現時点での予定

地区名  生徒数割合 総合開会式 会場数 2地区以外の会場数 集中開催期間

阪神  ７  〇  ７  
11 

７月 26日～ 30

日の５日間  丹有  １  ４  

※①～④すべて生徒数割合は、少ない地区を１としている。

※①～④すべて水泳飛込・駅伝・スキーは、会場数及び集中開催期間に含まない。

学校数  教員数  生徒数  
1人あたりの

経費（円）  

阪神・丹有 105 3,346 50,756 84 

神戸・淡路 119 2,996 44,316 96 

東播・但馬 88 2,470 32,989 129 

中播・西播 74 1,877 24,683 173 

合    計  386 10,689 152,744 

表Ｂ【２地区合同開催決定時の資料より】

▲考えられるデメリット
・教員数、生徒数に約２倍の差が生じる。
・東播と但馬という遠距離のペアができる。
（出張が広範囲になる。）

・一人当たりの経費が増加する地区がある。
・大規模地区にある充実した施設に集中する
ことが予想される。

◎考えられるメリット
・比較的近郊の地区同士で組むことができ
る。

・小規模地区の運営負担が減少する。
・一人当たりの経費が減少する地区がある。
・使用会場を増やすことで、開催期間の短縮
ができる。



（２）２地区開催のメリット及びデメリット（開催地区理事長への聞き取りから）

◎メリット

・小規模地区の負担は大幅に軽減（人的・経費・施設面など）

・会場の選択肢増加

・運営人数の増加（運営負担の分担と軽減）及び教員間交流の増加

・運営ノウハウの継承（４年に１回のため）

▲デメリット

・主管地区の担当が８年に１回から４年に１回となる負担感

・大規模地区ほど大会運営費の負担増加

・開催に向けて事前協議する実行委員会の距離的・精神的負担増加

・会場が広範囲になるため大会視察等全体把握の難しさ

・これまでの各地区運営方法が微妙に異なり調整が必要

・開催期間短縮の難しさ

・空調設備が必須条件になり大規模地域にある高額料金の施設利用が増加

４ まとめ 

  新型コロナウイルス感染拡大、地球沸騰化時代の到来、物価の高騰、さらに地域クラブの大会参

加など、改革を決断した５年前には想像すらできなかった。このような状況の中でも粛々と改革を

進める中、小規模地区の負担軽減や教員間交流など、今後も大切にしなければならない成果も感じ

ているが、大会運営費の捻出方法が喫緊の課題となっている。  

 大会運営費の一部は、主管地区の各市町に生徒数応分により負担していただいているが、県内全

市町の一律負担や保護者負担（選手負担）等も含め、今後検討していくことになるだろう。その時

間的な猶予はない。  

また、集中開催や開催会場の固定化を推す声も聞こえている。

平成 31年（ 2019年）1月に行われた日本中学校体育連盟研究大会徳島大会において、『県総合体育

大会の開催方法の変更について～改革と 70年の重み～』というテーマで発表させていただいた。そ

のときの原稿を読み返してみると、結びに「 70年の歴史を変える大きな改革を決断した。残された

時間は限られているが、あらゆる視点から課題を精査し、乗り越えていきたい。何よりも大切にし

なければならないことは、県中体連が１枚岩になって取り組むことである。」と記している。 

時代の変化の波は、加速して私たちに押し寄せてくる。今、改めて県中体連が１枚岩になって取

り組むことの大切さを実感しているが、柔軟さは見失わないようにしなければならない。持続可能

な大会運営の模索は今後も続く。 
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